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2024 年度「非鉄金属製錬・精製業専門部会」に臨む基本的な考え方  

 

 

１．中央最低賃金審議会の目安審議をふまえた議論を 

 ○2024 年の目安に関する小委員会報告では、Ａ～Ｃランク 50 円とする 2024 年度地賃

額改定の目安を取りまとめた（現行の全国加重平均 1,004円に 5.0％をかけて 50円と

なる）。最低賃金を含めた賃金の引き上げにより、可処分所得の継続的な拡大と将来の

安心の確保を図り、さらに消費の拡大につなげるという経済の好循環を実現させるこ

とや非正規雇用労働者の処遇改善が社会的に求められているのであり、産業別最低賃

金においてもこの流れを止めてはならない。 

 

２．経済の好循環に向けた実質賃金の引き上げを・今次春闘をふまえた引き上げを 

○足もと、資源・エネルギー価格の高騰などで厳しい企業もあることは承知している。

しかしながら、今後、生産年齢人口が減少していくなかで、私たち非鉄産業の発展のた

めには、優秀な人材の確保は欠かせない。優秀な人材を確保するためには、産業として

の魅力を高めていかなければならず、適切な産別最賃は必要不可欠である。 

○産別最賃の水準を安定的に引き上げていくことは、地方・中小企業の労働者の持続的

な賃上げに向けて効果が大きい。国際的にみて低い日本の賃金の最低値保障額を改善す

る即効薬にもなる。 

 

３．厳しい作業内容・環境に見合う水準に 

○われわれが働く非鉄産業は高度な専門性や高い熟練度を必要とすることに加え、作業

環境は高所、高温多湿な作業環境、粉塵や灼熱溶融物や危険物の取り扱いなど大変厳し

いものであることに鑑みれば、当然のことながらその最低賃金は、地賃や他業種の産別

最賃と比較して、より高い水準であって然るべきである。 

 

４．将来にわたって地賃に対する優位性を 

○今後も継続して、優秀な人材を確保し、技術・技能を確実に伝承していくためには、

賃金水準を向上させることによって、産業・企業の魅力をより高め、採用力を高めてい

かなければならない。 

○日本経済の持続的な成長を実現するためには、消費の拡大とそれにともなう企業活動

の活性化によって好循環につなげていくことが重要であると考える。 



 

 

 

５．秋田県特定（産業別）最低賃金の引上げ金額提示 

【金額提示】 

〇地賃に対する優位性を持たせるため、地賃を上回る金額で提示したいところではある

が、個別当該労使間で計画的に引上げをしていくことから、今年度の改正額は、中央最

低賃金審議会の目安で示された額で＋50円の 1011円が妥当と考え提示します。 

 

以 上 




